
平
成
二
十
年
度

東
洋
町
教
育
委
員
候
補
者
の
公
募
実
施
公
告

平
成
二
十
年
度

東
洋
町
教
育
委
員
候
補
者
の
公
募
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
七
日

東
洋
町
長

澤
山

保
太
郎

一
．
募
集
人
員

教
育
委
員
候
補
者

二
名

二
．
応

募

①

当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
町
外
者
も
応
募
出
来
ま
す
。
）

②

次
の
欠
格
事
項
の
一
つ
に
該
当
し
な
い
も
の

１

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

２

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

三
．
公
募
期
間
及
び
方
法

①

受
付
場
所

高
知
県
安
芸
郡
東
洋
町
大
字
生
見
七
五
八
│
三

東
洋
町
役
場
本
庁
で
受
付
し
ま
す
。

②

受
付
期
間

平
成
二
十
年
四
月
七
日

～

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、

本
庁

平
日
の
午
前
八
時
三
十
分

～

午
後
五
時
三
十
分
ま
で
受
付

郵
送
の
場
合
は
、
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
到
着
分
ま
で
受
付
し
ま
す
。

メ
ー
ル
の
場
合
は
、
平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
午
後
五
時
三
十
分
到
着
分
ま
で
受
付
し
ま
す
。

③

応
募
用
紙
及
び
公
募
要
綱

東
洋
町
役
場
本
庁
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

東
洋
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

四
．
審
査
の
方
法

町
長
は
、
教
育
委
員
候
補
者
に
了
解
を
得
た
後
、
町
議
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
に
任
命
す
る
。

五
．
教
育
委
員
の
任
命

①

委
員
は
、
東
洋
町
の
長
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
で
（
町
外
者
も
含
む
。
）
、
人
格
が
高
潔
で
、
教
育
、

学
術
及
び
文
化
に
関

し
識
見
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
、
東
洋
町
長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
、
任
命
し

ま
す
。

②

委
員
の
任
期
は
、
退
職
委
員
の
残
任
期
間
で
あ
る
。

③

委
員
の
互
選
に
よ
り
、
教
育
長
に
選
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

六
．
そ
の
他
詳
細
は
、
公
募
要
綱
参
照
及
び
東
洋
町
役
場

総
務
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

電
話

〇
八
八
七
│
二
九
│
三
一
一
一


